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1. 令和8年度診療報酬改定の概略

2. 診療報酬改定に至る道筋

3. 令和8年度診療報酬改定のポイント

①全体項目

②個別項目（外来、在宅、オンライン診療）

4. 診療報酬改定を踏まえたクリニック（外来、在宅）の戦略方針

5. まとめ

本日の講義内容
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賃上げ・物価高騰対策
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賃上げ・物価高騰対策のポイント

全職種（看護補助者・事務職は＋5.7％、その他＋3.2％）の賃上げを目指し、「ベースアップ評価料」が組み替えられ、大幅に増点。ま
た、物価高騰対応として「物価対応料」が新設され、初再診や入院基本料に加点。入院時食事療養は1食40円、入院時生活療養の光
熱水費基準は1日60円引き上げられる

• 再診料、入院基本料の加算：物価高対策、賃上げ原資として再診療、入院基本料を加算

• ベースアップ評価料の大幅増点：対象を医療機関に勤める全職種に拡充
外来・在宅ベースアップ評価料(I): 旧来の外来・在宅ベースアップ評価料を包含して、初診時6点→17点、再診時2点→4点、訪問診
療時28点→79点（同一建物外）等へ引き上げ。
入院ベースアップ評価料: 旧来の入院ベースアップ評価料は入院基本料等に振り返られた上で、新たに令和８年度、９年度対策とし
て上限が165点から250点（R9年度は500点）へ拡大され、夜勤手当への充当も可能に。また令和６年度、７年度に賃上げを実施し
ていない場合は減算

• 物価対応料の新設:物価高に対応するべく新設。令和９年度は倍増予定
外来・在宅物価対応料: 初診時2点、再診時2点、訪問診療時3点
入院物価対応料: 急性期一般1 58点、急性期病院A 66点、療養1 18点等

• 食事・光熱水費: 入院時食事療養費の基準額を1食40円、光熱水費基準を1日60円引き上げ。
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賃上げと物価対応

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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物価対応料の新設

【点数】

• 物価対応料（1日につき）

１ 外来・在宅物価対応料

イ 初診時 2点（R9年度は4点）

ロ 再診時 2点（R9年度は4点）

ハ 訪問診療時 3点（R9年度は6点）

２ 入院物価対応料（一部、抜粋）

イ 急性期病院A一般入院料 66点（132点）

ニ 急性期一般入院料１ 58点（116点）

ヨ 療養病棟入院料１入院料１ 18点（36点）

イミ 精神病棟入院基本料10対1 13点（26点）

イス 特定機能病院7対1 84点（168点）

ハケ 地域包括医療病棟入院料１ 49点（98点）

ハモ 回復期リハ病棟入院料１ 19点（38点）

ニハ 地域包括ケア病棟入院料1（40日以内）

27点（54点）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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再診料、入院基本料等の見直し

【点数】（一部、抜粋）

• 再診料 76点（+1点）

• 地域包括診療料１ 1,661点（+1点）

• 地域包括診療料２ 1,601点（+1点）

• 小児かかりつけ診療料１
（再診時・処方箋交付） 459点（+1点）

• 小児かかりつけ診療料１
（再診時・処方箋交付しない） 577点（+1点）

• 小児科外来診療料
（再診時・処方箋交付） 411点（+1点）

• 小児科外来診療料
（再診時・処方箋交付しない） 529点（+1点）

• 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）１
イ 同一建物居住者以外 890点（+2点）

• 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）１
ロ 同一建物居住者 215点（+2点）

• 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）２
イ 同一建物居住者以外 886点（+2点）

• 在宅患者訪問診療料（Ⅰ）２
ロ 同一建物居住者 189点（+2点）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）の点数

【点数】

• 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

＜新たに賃上げを行う施設＞

１ 初診時 17点（+11点） R9 34点

２ 再診時等 4点（+2点） R9 8点

３ 訪問診療時

イ 同一建物居住者等以外
79点（+51点） R9 158点

ロ イ以外の場合
19点（+12点） R9 38点

＜継続的賃上げ実施施設＞

１ 初診時 23点（+17点） R9 40点

２ 再診時等 6点（+4点） R9 10点

３ 訪問診療時

イ 同一建物居住者等以外
107点（+79点） R9 186点

ロ イ以外の場合
26点（+19点） R9 45点

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の考え方

【点数】

• 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）

＜新たに賃上げを行う施設＞

９ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）９

イ 初診又は訪問診療を行った場合 72点

ロ 再診時等 9点

・・・

１２ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）１２

イ 初診又は訪問診療を行った場合 96点

ロ 再診時等 12点

（R9年6月以降は、24区分まで拡大）

＜継続的賃上げ実施施設＞

１ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）１

イ 初診又は訪問診療を行った場合 16点

ロ 再診時等 2点

・・・

９ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）９

イ 初診又は訪問診療を行った場合 120点

ロ 再診時等 15点

・・・

１２ 外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）１２

イ 初診又は訪問診療を行った場合 160点

ロ 再診時等 20点

（R9年6月以降は、24区分まで拡大）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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ベースアップ評価料に関する変更点（内容）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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入院ベースアップ評価料、外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅱ）の「賃金改善基礎額」の算出方法

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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賃金に関する用語の定義・整理

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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継続的に賃上げを実施する医療機関への評価

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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ベースアップ評価料に関する変更点（手続き）

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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ベースアップ評価料に関する手続き

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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医療DX
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医療DXにおける診療報酬改定のポイント

既存の「医療DX推進体制整備加算」、「医療情報取得加算」が廃止・再編され、新たに「電子的診療情報連携体制整備加算」（初診時
15点等）が新設。マイナ保険証利用や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスの活用が要件化。また、見守りセンサーや音声入力
等のICT機器を組織的に活用し業務効率化を図ることで、看護職員の配置基準を1割以内で変動させても基準充足と見なしたり、医師
事務補助の配置を緩和する等の柔軟な取り扱いが導入される

• 「電子的診療情報連携体制整備加算」への再編:

「医療DX推進体制整備加算」等を廃止し、 「電子的診療情報連携体制整備加算」を新設。初診時15点（加算1）、再診時2点、入院
時160点等。マイナ保険証利用、電子処方箋、電子カルテ情報共有サービス等が要件化

• 看護配置基準の緩和:

急性期病棟を中心に、見守り、記録、情報共有にICT機器（カメラ、音声入力、インカム、チャットツール等）を組織的に活用する場
合、看護職員等の配置基準を1割以内で変動させても基準を満たすものとして扱う特例を新設。

• 医師事務作業補助者の緩和:

生成AIやRPA等を活用する場合、医師事務作業補助者1人を最大1.3人として計算可能になります
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電子的診療情報連携体制整備加算（外来）

【点数】

初診料

電子的診療情報連携体制加算１

15点（月1回） ＜新設＞

電子的診療情報連携体制加算２

9点（月1回） ＜新設＞

電子的診療情報連携体制加算３

4点（月1回） ＜新設＞

再診料

電子的診療情報連携体制加算
2点（月1回）＜新設＞

※明細書発行体制加算の併算定不可

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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電子的診療情報連携体制整備加算（外来）

【加算１：下記のすべてに対応】
【加算２：下記のいずれかに対応】
電子処方箋を発行する体制
要件を満たす電子カルテを有している
電子カルテ情報共有サービスか、地域の診療情
報の共有・閲覧できるネットワークへの参加

【共通項目】（加算３の要件）
オンライン請求を実施
明細書を患者に無償で交付
オンライン資格確認実施の体制
オンライン資格確認システムで診療情報を閲覧・
活用できる

マイナ保険証利用率30%以上
患者からの健康相談に対応
院内やウェブサイトに掲示

出所：厚生労働省 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】
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在宅医療DX情報活用加算

【在宅医療ＤＸ情報活用加算】

［施設基準（通知）］

第14の５ 在宅医療ＤＸ情報活用加算

１・２ （略）

３ 届出に関する事項

(１) （略）

(２) １の（５）については、当面の間、当該基準を満たしているものとみなす。ただし、
保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場
合には、速やかに導入するように努めること。

出所：厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会（第647回） 総－1 個別改定項目について、総－２別紙１－１ 医科診療報酬点数表
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